
、単一山

大
混
周
年
宍
司

=f-四
回
第
三
一
種
開
需
物
語
司
「
毎
周
一
回
一
目
指
間
待
)

i命

叢

禁

韓

載

所
得
の
綜
合
累
進
課
税
に
就
き
て
・
・
:
:
:
法
早
博
士
神
戸
正
雄

貨
幣
の
将
来
殻
用
に
つ
い
て
-
・
・
:
:
文
底
二
博
士
高
田
保
馬

農
業
生
産
過
程
に
於
け
る
協
同
化
・
喜
一
皐
博
士
八
木
芳
之
助

手子電量日 .-F司:fL主F5プt..;tl日間ヨ

-
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川
咽

同
日
開
H
M
H

;!:A 

捌1

選
費
一
の
増
加
さ
そ
の
蹄
趨

研

開
九

枇
労
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て
・

金
矯
替
本
位
様
式
の
展
開
に
就
い
て

取
引
所
の
公
定
す
る
相
場
に
就
て

喝+

9!! 

公
式
に
依
る
累
進
に
就
い
て

附

新
着
外
国
経
済
雑
誌
主
要
論
題

晴
海
礼
y

苛
k

d
T
j
i
-
-
一一

一一

小
島
昌
太
郎
一
一

-
・
桂
一
向
型
士
大
塚
一
朗

約
二
時
準
士
松
岡
孝
児

.
経
済
皐
士
今
西
庄
究
郎

き

主

主

柏

井

象

雄



腕
骨
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

九
凶

第

披

血奇

3E 

航
労
働
管
理
官

ω
職
能
に
就
い
て

大

塚

-
、
序

言

八
六

朗

昨
年
一
月
の
末
に
、
園
民
枇
舎
主
義
濁
逸
僻
労
働
者
黛
が
約
十
四
年
来
の
桁
望
を
初
め
て
達
し
て
、
跡
地
以
澗
逸
政

権
を
共
の
手
に
お
さ
め
る
と
問
も
無
〈
、
岡
舎
は
『
圃
民
及
び
園
家
の
劃
難
を
除
去
す
る
魚
の
法
律
』
を
議
決
し

た
が
、
此
の
法
律
は
政
府
を
し
て
法
律
の
制
定
後
布
に
、

一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ

1
Y
憲
法
所
定
の
手
繭
拘
束
金

超
越
す
る
樺
能
を
有
せ
し
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
政
府
は
共
の
政
策
貫
行
上
の
濁
識
的
慮
置
に

劃
す
る
法
律
的
根
擦
を
輿
へ
ら
れ
た
鐸
け
で
あ
る
。

其
の
世
界
観
に
於
い
て
、
従
っ
て
又
経
済
的
闘
聯
及
び
枇
合
的
闘
聯
に
劃
す
る
共
の
政
策
的
見
解
に
於
い
て
も

職
後
の
革
命
憲
法
と
更
に
こ
れ
に
準
嬢
し
て
来
た
歴
代
の
政
府
と
に
劃
し
て
革
新
的
立
場
を
執
る
新
政
府
は
其
の

確
保
せ
る
濁
裁
的
地
位
に
立
っ
て
、
著
ι
q

諸
般
の
停
来
的
諸
制
度
に
封
す
る
手
荒
き
改
草
を
企
て
た
が
、
・
球
中
勢

裁布1) Reichsgesets zur Bebebung der Not '700 VoJk und Rc::ich， 24リ 3，1933 
Grotefend.Cretschmar， G回目zgebun~smaterial 1933， S.. 245 



資
闘
係
に
於
げ
る
奮
制
度
は
同
年
末
迄
ド
、
殆
ん
ど
根
北
か
ら
そ
の
基
本
的
構
造
を
打
虫
は
さ
れ
た
。
本
年
一
月

廿
日
に
殺
布
さ
れ
た
岡
民
勢
働
規
制
法

(
U
S
C円
出
向
丹

N

N

Z

『
。
『
L
E
E
m
色町同コ山門一。=と

2
〉『
σ
町一円)

は
、
か
く
の

如
き
崩
壊
の
跡
に
、
夏
め
て
新
政
府
の
理
念
に
立
脚
ぜ
る
新
な
る
園
民
的
崎
労
働
の
秩
序
を
再
組
識
ぜ
ん
と
す
る
目

的
を
有
す
る
色
の
で
あ
る
。

此
の
小
論
ほ
か
〈
の
如
き
意
味
を
持
て
る
闘
民
労
働
規
制
法
に
操
る
所
の
新
持
費
秩
序
に
於
い
て
共
の
眼
目
的

契
機
の
一
を
成
せ
る
労
働
管
開
官
(
斗
『
2-52牛
耳

仏

2
〉
与
司
王
の
職
能
に
つ
い
て
考
察
ぜ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
一
、
嵐
官
働
菅
理
官
の
職
能
の
内
容

猫
逸
新
政
府
が
嘗
労
資
秩
序
を
規
律
せ
る
諸
法
的
根
擦
を
法
律
上
正
式
に
撤
去
し
た
の
は
岡
民
労
働
規
制
法
第

六
十
五
健
に
於
い
て
で
あ
芯
炉
、
そ
れ
よ
り
早
〈
既
に
賀
際
上
に
は
、
諸
多
の
方
面
仁
於
い
て
、
枇
曾
民
主
主
義

的
勢
資
聞
係
に
艶
す
る
貰
質
的
改
革
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
め
る
。
殊
に
、
昨
年
五
月
二
日
に
始
ま
る
自
由
労
働

組
A
口
(
島
町
市
町
内
庁
の
2
5『宮内
E
Fロ
)
及
び
共
の
他
の
諸
勢
働
組
合
に
劃
す
る
弾
歴
及
び
解
散
は
、
奮
樹
遁
勢
資
諸

闘
係
の
崩
壊
過
程
に
於
げ
る
劃
期
的
事
件
で
あ
っ
た

U

蓋
し
、
濁
逸
諸
勢
働
組
合
は
、
諸
使
用
者
同
盟
と
相
劃
し

て
、
憲
法
第
一
六
五
健
及
ぴ
一
九
一
八
年
一
二
月
一
二
三
日
の
定
率
契
約
制
令

q
g守叩『
g
m
2
m
g
E
Z
E
m
)
等
に

撮
っ
て
、
法
上
正
式
に
集
固
的
峨
労
働
契
称
(
問
。
=
巾
E
S
K
F『
官
一
宮
内
耳
『
肺
m
p
。内印刷
g
g『
σ
町一
gdhmユ
「
出
向
巾

〉『
F
丘
町
E

ロ。『
g
g
E〈
2
5
m叩
)
の
一
方
の
営
事
者
と
し
て
、
枇
曾
民
主
主
義
的
勢
資
閥
係
の
規
律
に
於
け
る
本
質
的
要
因
と

勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
品
世

=
一
九
五

第

貌

八
七

Arbeit， in Deutsches Mansfeld， Das Gesetz zur Ordnun:~: der hationalen 
Arbeitsrecht. 1934. Heft 2. 33 
192四年王月及び '923年一月爾度1二 t!~~iE (~れ、更に 192: 8年三月骨凡日に三度
改正された。
Kaskel， Arbeitsrecht:1 S. 14町.
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三
九
大
第
三
時
酬

な
っ
て
ゐ
た
色
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
今
や
嘗
濁
逸
材
労
資
関
係
規
律
の
根
幹
た
る
右
の
集
固
的
勢
働
契
約
を
維
持

勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

i¥ 
八

す
べ
き
営
該
躍
営
者
の
存
在
が
失
は
れ
た
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
此
の
集
闇
契
約
に
懐
っ
て
従
来
其
の
立
場
を
擁
護

さ
れ
て
来
た
附
労
働
生
活
者
の
利
盆
の
絡
に
重
大
な
る
事
件
で
あ
る
の
み
な
ら
中
、
ひ
ろ
く
一
枇
ム
官
官
民
主
主
義
的
捧
費

秩
序
の
崩
覆
を
意
味
す
る
。
抑
も
、
岡
民
共
同
鯉
原
理
の
藤
の
下
に
、
持
資
一
一
膿
の
職
分
本
位
倒
産
業
組
織
の
建

設
を
唱
へ

τゐ
る
掛
渇
新
政
府
の
治
下
に
て
、
階
級
利
盆
の
主
張
を
第
一
一
服
聞
と
す
る
持
働
組
合
及
び
使
用
者
向

闘
が
世
パ
の
本
立
伝
恒
百
せ
ら
れ
る
は
、

べ
き
も
の
で
あ

J

ら
九
。
併
し
、
現
寅
に
な
ほ
私
有
資
本
の
基
礎
の
上
に
産
業
の
替
ま
れ
て
ゐ
る
場
合
に
於
い
て
‘

ず

νλ
ァ
ェ

y
r
の
い
ふ
州
〈
、

h

一此は
4

れ

-r必
然
的
知
命
'
と
し
て
日
凡
4
Q

勢
働
生
活
者
の
立
場
に
劃
す
る
俸
統
的
な
圃
睡
的
擁
護
が
失
は
れ
た
場
合
に
は
、
何
等
か
こ
れ
に
替
は
る
所
の
施

設
が
設
置

3
れ
な
け
れ
ば
、
勢
働
燦
件
の
危
殆
か
ら
直
に
勢
働
不
安
が
殺
生
す
る
じ
重
る
べ
き
は
、
極
め
て
自
然

の
成
行
で
め
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

印
ち
、
こ
こ
に
於
い
て
、
新
政
府
は
行
政
的
強
暦
を
加
へ
て
諸
勢
働
組
合
を
解
散
せ
し
め
た
る
上
に
て
共
の
成

員
を
濁
逸
帥
労
働
陣
替
(
仏
庁

U
2円
山
岳
町
〉
『
耳
目

Z
Eロ
叫
に
掻
取
、
編
入
す
る
の
運
動
を
開
始
す
る
や
、
後
間
色
無

〈
、
昨
年
五
月
十
九
日
に
勢
働
管
樫
官
法
(
の
g
m
R
E
σ
q
-
2
E
Z
2
号
『
〉
号
巾
と
な
る
法
律
を
後
布
し
た
。

此
の
法
律
は
.
追
っ
て
、
改
め
て
吐
合
的
労
働
闘
係
に
闘
す
る
決
定
的
革
新
令
の
成
立
あ
る
迄
の
過
渡
的
期
間
に

於
い
で
、
奮
勢
働
秩
序
の
崩
壊
の
跡
の
持
働
平
和
を
維
持
す
べ
き
暫
定
的
任
棋
を
負
へ
る
も
の
で
あ
る
。

本
年
一
月
の
園
民
捗
働
規
制
法
は
右
の
枇
労
働
管
理
官
法
ぷ
抽
出
想
主
れ
た
決
定
的
革
新
令
で
勢
働
管
理
官
法
の
後

Mansf~ld， -Die -Ordnung der nationalen Arbeit， S. "1.. 
Schuhmann und Hrucker， Sozi111poli.tik im neuen Staat， S. 482 ff. 
勢働管理官法，第二傑
本年五月一日よ b施行せら石。
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を
纏
い
で
新
持
費
秩
序
の
形
成
に
卦
す
る
法
的
根
擦
と
な
る
色
の
で
め
る
。
而
し
て
、
こ
こ
に
取
扱
ふ
帥
労
働
管
理

官
制
度
は
共
の
園
民
労
働
規
制
法
の
中
に
定
め
ら
れ
で
あ
る
新
制
度
で
あ
る
。
故
に
、
新
付
労
働
管
理
官
制
度
の
精

榊
は
沿
革
的
関
係
か
ら
嘗
労
働
管
理
官
制
度
の
そ
れ
を
緯
承
し
て
ゐ
石
所
・
も
あ
る
が
.
な
ほ
重
要
な
結
に
於
い
て

改
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る
。

抑
色
、
濁
逸
新
政
府
が
昨
年
五
月
二
日
以
来
柑
労
働
組
合
を
解
散
し
て
、
共
の
成
員
を
使
用
者
同
盟
の
成
長
と
共

ド
.
こ
れ
を
濁
逸
持
働
陣
替
に
統
一
し
に
の
は
、
困
民
共
同
盟
原
理
に
基
く
帥
労
働
平
和
の
維
持
を
任
務
と
す
る
政

府
の
下
に
、
階
級
的
抗
雫
の
概
闘
士
る
闇
睦
の
存
花
を
許
す
能
は
や
と
す
る
理
由
に
操
る
の
で
め
っ
た
。
同
盟
情

工
も
工
場
開
出
し
も
新
政
府
の
治
下
に
は
許
さ
れ

F
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

付
れ
ど
も
、
新
政
府
あ
政
策
賀
現
の
第
一
歩
と
し
て
、
努
働
組
合
mw
解
散
に
若
手
し
に
る
忽
卒
の
際
に
於
い
て

は
、
未
だ
此
の
峠
労
働
組
合
に
よ
っ
て
従
来
捨
営
さ
れ
て
来
た
集
間
的
努
働
契
約
を
も
併
せ
て
磨
棄
す
る
こ

k
は、

嘗
時
の
貧
肢
か
ら
見
て
到
底
不
可
能
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
新
政
府
並
び
に
共
の
黛
機
闘
も
.
最
初
は
自
ら
準

ん
で
、
集
園
的
柑
労
働
契
約
の
維
持
の
必
要
を
数
ミ
強
調
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
蓋
し
、
集
闇
的
勢
働
契
約
は
従
来

の
濁
逸
に
於
け
る
勢
資
闘
係
の
秩
序
の
根
幹
を
成
せ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
替
は
る
べ
き
妥
嘗
な
る
新
規
律
は
、
容

臼揮に

E
つ
念
速
に
は
設
定
し
得
る
所
で
無
か
つ
亡
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
右
の
如
き
集
闘
契
約
の
嘗
事
者
た
る
同
盟
を
解
散
せ
る
新
政
府
は
止
な
な
く
臆
念
の
慮
置
と
し
て
、

持
働
管
珂
官
の
制
度
を
設
け
、
其
の
職
を
し
て
勢
資
の
集
固
に
代
り
て
勢
働
定
率
契
約
(
〉
号
仏
軍

E
S
の
捨
嘗

勢
働
管
理
官
の
職
捻
に
就
い
て

第

盟主

f¥.. 
九

三
九
七

第
三
十
九
巻

r..Iansfeld， Die Ordrll1g der nationalen .Arhei t， S← 34 8) 



品
労
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
で

第

童話

第
三
十
九
巻

ゴL
O 

九
ノ、

者
た
る
任
に
営
ら
し
め
、
以
て
護
労
資
聞
係
に
於
け
る
規
律
手
段
の
形
式
を
挺
制
的
に
維
持
し
て
部
働
平
和
の
過

渡
的
確
保
を
企
て
る
こ

E
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
護
労
働
管
理
官
制
度
の
本
質
的
意
義
で
あ
一
る
。
帆
労
働
組
合
は
解
散

さ
れ
、
使
用
者
同
盟
も
僅
に
共
の
形
骸
訟
残
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
有
様
に
な
つ
だ
け
れ
ど
も
、
擬
制
に
嬢
て
、
勢

働
定
率
契
約
は
な
ほ
暫
ら
〈
従
来
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
揮
げ
で
あ
る
。
即
ち
、
葎
一
持
働
管
開
山
口
は

同
法
第
二
燥
に
接
り
、
集
閥
的
努
働
契
約
の
営
事
者
に
代
っ
て
労
働
定
率
契
約
の
維
持
、
形
成
に
常
る
の
行
か
ら

こ
こ
に
は
梨
約
常
事
粧
の
賀
杭
が
抑
制
汚
れ
て
ゐ
て

b

集
間
的
契
約
が
勢
資
闘
係
争
]
規
律
す
る
根
幹
た
る
の
制
度

は
な
ほ
共
の
形
式
を
留
め
て
ゐ
た
。

し
か
し
、
此
の
結
に
於
い
て
新
多
動
管
理
官
の
制
度
は
、
本
主
〈
共
の
精
柿
ぞ
異
に
す
る
。
蓋
し
、
新
勢
働
管
理

官
も
岡
民
労
働
規
制
法
第
三
十
三
慨
に
基
き
、
必
要
の
場
合
に
定
率
的
努
働
傑
件
砂
設
定
す
べ
き
任
務
金
負
ふ
て

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
ぞ
れ
は
奮
捗
働
管
問
官
の
場
合
に
於
げ
る
一
般
的
労
働
定
率
契
約
の
維
持
と
い
ふ
が
却
さ
積
極

的
意
味
を
有
す
る
色
の
で
は
な
い
。

一
万
来
、
調
逸
新
政
府
は
勢
資
闘
係
に
於
い
て
輝
管
内
の
指
導
者
原
理
主
賃
銀
支
梯
上
の
成
積
趨
懸
原
理
と
を
主

張
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
持
働
契
約
に
私
的
第
三
者
の
介
入
す
る
こ
と
及
び
報
酬
の
一
率
規
定
は
共
に
共
の
主

義
に
合
致
せ
ぬ
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
ふ
。
げ
れ
ど
も
、
過
去
十
四
年
間
の
慣
習
あ
る
蕗
に
、
共
の
新
主
張
を
共
の
優

に
賀
行
す
る
に
劃
し
て
は
、
現
貴
に
於
い
て
、
接
資
南
面
の
精
神
的
準
備
が
容
易
に
完
成
せ
ら
る
べ
く
も
無
〈
昨

年
五
月
捗
働
組
合
の
解
散
が
行
は
れ
た
営
時
に
於
い
て
は
甚
だ
其
の
事
情
が
頴
著
で
あ
っ
た
。
故
に
臆
念
の
慮
量

9) 使用者同盟色昨年末に解散きれた。
10) Mansfeld， a. a. O. S. 42 



と
し
て
従
来
の
勢
働
定
率
契
約
の
形
式
を
存
置
し
‘
た
亡
奮
制
労
働
管
理
官
を
し
て
持
費
雨
方
の
嘗
事
者
に
代
っ
て

此
の
契
約
を
提
制
的
に
維
持
せ
し
め
た
の
は
真
に
窮
畿
の
策
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

然
る
に
共
の
後
次
第
に
新
政
府
の
治
下
に
日
を
超
て
新
な
る
産
業
原
理
賃
行
の
地
盤
が
熟
成
し
て
来
に
の
を
認

め
に
潟
に
、
本
年
五
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
岡
民
勢
働
規
制
法
に
於
い
て
は
、
遥
か
に
遊
ん
で

新
な
る
原
理
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

帥
ち
、
先
づ
新
叫
労
働
管
理
官
も
同
じ
〈
州
労
働
傑
件
の
定
率
規
定
を
設
け
る
け
れ
ど
る
、
ぞ
れ
は
核
問
柑
労
働
管
理
官

の
場
合
に
較
べ
て
次
の
知
き
賄
に
主
要
な
特
色
を
持
っ
て
ゐ
る
。
第
一
に
、
新
労
働
管
理
官
の
場
合
に
於
け
る
労

働
傑
件
の
定
率
規
定
は
、
欝
捗
働
骨
理
官
の
場
合
に
残
存
し
て
ゐ
に
集
聞
契
約
の
性
質
を
全
然
脱
却
し
て
ゐ
る
。

ん
寸
此
の
判
明
A
u
r
b
於
川
町
四
心
掛
働
僻
件
の
ん
比
率
規
定

ω靴
賀
会
見
る
じ
、
乙
れ
は
生
産
的
野
働
者
の
ん
叩
一
耐
僻
件

ee私
人

間
の
幅
引
の
封
照
と
す
る
こ
と
を
不
可
と
す
る
困
民
共
同
瞳
原
理
の
建
前
か
ら
、
官
憲
と
し
て
の
捗
働
管
理
官
が

岡
家
主
権
の
機
関
士
る
地
位
に
於
い
て
、
管
轄
直
域
内
の
一
群
の
極
管
に
劃
し
て
従
業
員
の
保
護
の
矯
に
・
専
門

委
員
の
諮
問
を
組
て
直
接
に
持
働
慨
件
の
強
制
的
定
率
規
定
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
こ
に
は
形
式
的

に
も
賞
質
的
に
も
集
囲
契
約
の
痕
跡
さ
へ
留
め
て
ゐ
な
い
。
第
二
に
、
新
持
働
管
理
官
に
於
け
る
柑
労
働
僚
仲
の
定

率
規
定
は
、
集
圃
契
約
的
定
率
の
如
き
積
極
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い

b

故
に
、
そ
れ
は
共
の
設
定
が
従

業
員
保
護
の
矯
に
緊
念
の
必
要
あ
り
と
認
め
ら
れ
石
特
殊
の
場
合
の
み
に
限
り
て
典
へ
ら
れ
、
且
つ
最
低
の
崎
労
働

保
件
を
定
め
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
集
周
契
約
炉
、
原
則
と
し
て
一
般
の
努
資
蹄
係
に

勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第

蹴

第
三
十
丸
谷

ブL

九

九

岡氏勢働規制法、第32傑2項。、，JI
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品
労
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

四

O
O

第
三
披

丸

つ
い
て
設
け
ら
れ
、
且
つ
共
の
内
容
が
階
級
抗
辱
の
一
結
果
、
漸
次
に
正
常
的
保
件
に
迄
引
上
げ
ら
れ
て
仕
舞
っ
て

ゐ
た
の
に
比
ぺ
て
、
大
い
に
共
の
性
質
を
異
に
す
る
庭
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
柑
労
働
管
理
官
が
特
定
の
産
業
部
門
仁

劃
し
て
必
要
の
揚
舎
に
帥
労
働
保
件
の
定
率
規
定
を
設
け
て
も
、
各
経
管
に
於
い
て
其
の
指
導
者
は
此
の
定
率
規
定

一
層
よ
く
従
業
員
の
利
益
に
趨
合

1
¥
且
つ
成
績
主
義
に
維
ふ
所
の
勢

働
峰
件
営
定
め
得
ぺ
き
徐
地
宇
佐
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
否
、
事
ろ
そ
れ
が
岡
氏
持
働
規
制
訟
の
精
榊
に
臆

よ
り
も
低
下
せ
ま
る
限
り
に
於
い
て
は
、

や
る
所
以
で
J

ゆ
る
斜
め
恥
鋭
部
の
聞
係
か
ら
労
働
管
理
官
が
箇
ι
干
の
蛭
替
に
つ
い
て
、
周
到
に
共
の
貰
行
を
督
促

す
石
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

勢
働
組
合
及
び
使
用
者
同
盟
の
解
韓
後
の
枇
舎
に
於
い
て
、
勢
働
卒
和
を
確
保
し
、
岡
民
共
同
樫
主
義
に
擦
っ

て
務
費
闘
係
を
調
制
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
新
勢
働
管
理
官
の
負
へ
る
重
要
の
任
務
で
あ
石
。
前
遮
せ
る
勢
働
傑

件
の
定
率
規
定
の
設
定
は
右
の
如
き
一
般
任
務
を
途
げ
る
翁
の
特
定
職
能
の
一
つ
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
、
奮
捗

働
管
理
官
の
場
合
の
主
要
職
能
と
具
韓
的
に
関
聯
す
る
所
が
め
る
免
め
に
、
特
に
最
初
に
拳
げ
て
共
の
聞
の
異
同

を
論
じ
た
の
に
他
な
ら
な
い
。

岡
民
州
労
働
規
制
法
に
操
る
濁
逸
の
新
勢
資
秩
序
は
、
ひ
と
り
前
述
の
如
き
階
級
臨
惜
の
排
除
の
み
に
つ
い
て
そ

の
特
色
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
共
の
他
の
諸
多
の
方
面
に
も
種
ι
干
の
革
新
的
闘
係
が
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
而

じ
て
、
か
か
る
全
躍
と
し
て
革
新
的
性
質
を
有
す
る
勢
費
秩
序
に
於
い
て
、
新
僻
労
働
管
理
官
の
占
め
る
地
位
は
極

め
て
重
い
。
そ
し
て
、
そ
の
新
秩
序
に
於
け
る
勢
働
管
理
官
の
職
能
の
何
た
る
か
は
、
圃
民
柑
労
働
規
制
法
の
中
に

I2) Schumann und Brucker. Sozialpolitik hn ncuen Staat，日.2][3 

13) 園長勢働規制法第65傑は綬替協議舎法及ぴ定率勢働契i約令其の f血多搬の枇
合民主主義的勢働法制を腹棄してゐる。



且
(
瞳
的
に
特
一
不
き
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
勤
は
、
奮
勢
働
管
理
官
の
職
能
が
此
労
働
傑
件
の
定
率
契
約
の
維
持
以
外
、
士

官
一
般
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
九
の
と
異
る
所
で
め
る
。
蓋
し
、
審
問
勢
働
管
理
官
設
定
の
営
時
に
は
未

r新
秩
序
の

盟
系
が
成
立
せ
や
、
且
つ
現
貫
的
地
盤
も
な
ほ
新
秩
序
の
形
成
に
封
し
て
熟
成
し
て
ゐ
な
か
っ
た
か
ら
、
た
だ
漠

然
と
一
般
的
に
努
働
卒
和
の
確
保
の
任
を
規
定
し
得
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
誇
け
で
あ
る
。

今
、
岡
民
勢
働
規
制
法
の
特
一
市
す
る
所
に
操
っ
て
、
前
述
の
定
率
的
勢
働
傑
件
の
設
定
以
外
の
枇
労
働
管
理
官
の

職
能
を
顧
れ
ば
大
凡
次
の
如
〈
で
あ
る
。

一
、
耐
労
働
管
理
官
は
勢
働
平
和
を
確
保
し
、
且
つ
一
枇
合
的
地
河
働
関
係
の
上
に
積
極
的
に
政
府
の
統
制
意
志
を
具

瞳
化
ず
る
機
闘
と
し
て
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
北
ハ
の
矯
め
勢
働
管
理
官
は

(
l
)
純
柳
川
信
任
令
官
印
吋
〈
tqpγ
出
口
町
立
の
形
成
t

九
北
ハ
の
事
務
執
行
と
な
監
督
し
、
且
り
共
の
紛
議
約
一
扮
A
W

に
は
こ
れ
を
裁
決
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

経
管
信
任
命
H

は
閥
民
勢
働
規
制
法
に
定
め
ら
れ
た
一
種
の
工
場
委
員
色
で
、
濁
逸
新
政
府
の
所
謂
岡
民
共
同
瞳

原
理
に
立
脚
す
あ
祉
合
的
勢
働
秩
序
の
臨
系
に
於
い
て
、
勢
働
管
調
官
制
度
と
な
ら
ん
で
一
方
の
謀
本
的
支
柱
を

成
す
も
の
で
あ
る
。
横
断
的
州
労
働
組
合
を
一
方
の
賞
事
者
と
す
る
集
闇
的
労
働
契
約
の
排
除
さ
れ
た
る
後
の
濁
逸

努
資
闘
係
に
於
い
て
、
各
箇
粧
管
内
の
持
働
保
件
の
基
礎
的
決
定
上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
此
の
程
替
信
任
舎
の

形
成
及
び
そ
の
活
動
は
、
直
接
に
労
働
管
理
官
の
監
督
下
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
、
共
の
従
業
員
側
委
員

の
選
任
に
際
し
、
候
補
者
に
つ
い
て
経
緯
山
指
導
者
と
従
業
員
側
と
の
聞
に
一
一
設
を
符
な
い
場
合
、
及
び
何
等
か
他

品
万
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
一
一
一
十
九
巻

t四
O 

第

放

九

国民勢働規制法、第'9保。
t奮)労働管理官法、第2傑z項。
拙稿、工場委員曾の型の主主因、 ~î;i膏論議39巻ー盟主。
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勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第

ま宜

九
四

第
三
十
丸
巻

四。

の
事
情
に
て
粧
品
管
信
任
舎
の
成
立
無
き
場
人
口
に
は
、
内
労
働
管
関
官
は
職
棋
を
以
て
、
経
管
信
任
舎
の
従
業
員
側
委

員
及
び
共
の
代
表
者
を
任
命
し
科
あ
の
で
あ
る
。

(
2
)
同
じ
く
鰹
智
信
任
命
同
に
就
い
て
、
努
働
管
四
位
は
従
業
員
側
委
員
七
る
粧
轡
信
任
長
(
〈

E
E
5
5
5
2
=
n
-
)

の
融
民
を
補
充
し
、
或
は
粧
管
信
任
山
県
が
事
宜
上
或
は
訟
上
の
資
格
金
融
如
す
る
場
合
に
、
職
植
が
一
『
以
て
、
こ
れ

を
罷
免
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
亦
、
新
勢
資
秩
序
に
於
け
石
持
働
管
開
官
の
職
機
的
介
入
が
蹴
く
覗
は

れ
L
ゐ
目
の
の
が
同
凡
ら
れ
る
。
附
し
て
、
小
川
一
一
明
の
山
場
合
に
勢
一
樹
許
制
叫
ん
ね
が
専
門
委
員
舎
の
諮
問
を
利
用
す
る
や
否

や
、
共
の
他
に
つ
い
て
は
何
等
の
制
限
も
無
〈
て
、
益
〈
帥
労
働
管
開
官
の
自
由
の
裁
定
に
委
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

占的
J
4
Q
O

(
3
)
筒
ム
干
の
鰹
替
に
於
い
て
指
導
者
帥
ち
業
主
又
は
某
の
代
表
者
が
定
め
忍
所
の
捗
働
健
件
、
或
は
殊
に
粧
替

規
則

(
回
目

E
n
u
m
C
Eロ
5
m
)
に
就
い
て
糧
管
信
任
員
よ
り
抗
苛
め
る
場
人
口
に
、
勢
働
管
理
官
は
職
樺
を
以
て
こ
れ

を
裁
決
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
c

闘
民
枇
労
働
規
制
訟
は
、
新
政
府
の
所
謂
圃
民
共
同
鯉
原
理
に
基
い
て
‘
勢
働
能
件
の
決
定
は
一
般
に
こ
れ
を
箇

ん
吋
の
経
替
指
導
者
の
責
任
に
一
任
し
て
ゐ
る
。
経
管
指
導
者
は
鰹
管
信
任
曾
の
諮
問
を
利
用
す
る
け
れ
ど
色
、
形

式
上
に
は
芙
の
模
能
を
以
て
最
後
の
決
定
を
奥
へ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
】
業
主
に
劃
し
て
、
か
〈
の
却

t

柱
時
に
反
し
て
慶
大
な
る
自
由
の
樺
能
が
興
へ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
茶
の
鋭
用
を
肪
い
で
、
決
定

さ
れ
る
捗
働
保
件
の
貫
質
が
異
に
制
度
の
精
神
に
順
廃
し
て
営
該
粧
品
目
円
の
粧
構
的
、
融
合
的
闘
聯
に
適
合
す
る
も

同民勢働規制法、第911際。
圃民勢働規剥法、第2{~。
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の
た
る
こ
と
を
保
障
す
る
手
段
が
具
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
嘗
り
前
の
こ
と
で
あ
る
c

園
民
勢
働
規
制
法
は
共
の
保
障
の
矯
に
、
箇
L

干
の
艦
管
内
の
経
倍
信
任
舎
を
し
て
、
共
の
成
長
の
多
数
が
艦
管

指
導
者
の
規
定
す
る
努
働
僚
件
に
就
い
て
こ
れ
が
不
嘗
を
認
め
4
0
時
に
は
、
遅
滞
無
〈
文
書
を
以
て
共
の
旨
を
勢

働
管
理
官
に
抗
告
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
の
抗
告
に
劃
し
て
は
、
勢
働
管
理
官
が
職
樺
を

以
て
裁
決
を
奥
ふ
べ
き
任
務
を
負
ふ
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
の
場
合
に
も
亦
勢
働
管
理
官
は
庚
大
な
る
自
由
の
樺
限

を
有
し
て
ゐ
て
、
英
の
裁
決
は
会
〈
勢
働
管
理
官
の
剣
定
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ
る
。
卸
ち
勢
働
管
理
官
は
或
は
其

の
抗
告
を
事
貨
に
就
い
て
調
査
の
上
、
四
由
無
き
も
の
と
し
て
却
下
す
る
こ
と
色
出
来
れ
ば
、
或
は
官
該
粧
替
に

て
市
民
め
て
抗
告
の
事
項
に
闘
す
る
再
審
議
を
行
っ
て
こ
れ
を
改
正
す
べ
き
旨
の
決
定
を
輿
へ
る
こ
と
色
出
来
る
。

.民
γ

し
難
ん
で
叫
、
勢
働
管
理
官
mw
判
定
ト
一
て
、
抗
告
さ
れ
仁
る
掛
働
僻
件
mw
感
棄
を
宣
言
し
市
夏
め
て
職
株
i
樵

っ
て
自
ら
勢
働
保
件
を
定
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
箇
ι
干
の
糧
管
内
の
勢
働
傑
件
の
決
定
上
に
、
右
の
如

き
大
な
る
職
植
を
行
使
し
得
る
州
労
働
管
理
官
は
、
叉
別
に
共
の
抗
告
事
件
の
取
扱
を
自
己
の
剣
定
に
基
い

τ、
法

に
定
h
u
る
専
門
委
員
命
日
(
∞

EH〈
町
『
浮
き
任
官

=
E
E門
『
言
語
)

に
一
任
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

(
4
)
崎
労
働
管
理
官
は
粧
品
管
規
則
(
尻
町
宝
与
田
CE===m)
に
規
定
さ
れ
た
る
僚
項
の
貰
行
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。常

時
廿
人
以
上
の
使
用
従
業
員
を
有
す
る
経
径
の
指
導
者
は
、
共
の
従
業
員
の
魚
に
文
書
を
以
て
一
定
の
艦
替

規
則
を
設
け
、
其
の
中
に
は
労
働
時
間
及
び
休
憩
時
間
の
開
始
と
終
了
及
び
柑
労
働
報
酬
支
捕
の
方
法
、
等
々
の
重

勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
丸
谷

世l
O 

第

~ 

1u 
五



勢
働
管
理
官
の
職
故
に
就
い
て

第
一
一
一
十
丸
谷

四
O
四

第
一
ユ
波

九
宍

要
な
勢
働
傑
件
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
州
労
働
管
理
官
ば
共
の
候
項
の
賀
行
を
確
保
す
べ
き
任
務
を
有

し
て
ゐ
る
。

(
5
)
筒
i
q

の
経
替
に
於
い
て
、
業
主
側
の
都
合
に
よ
り
一
定
の
大
量
解
雇
が
行
は
れ
忍
場
合
に
は
、

深
め
弊
働

仲
一
口
開
官
に
文
書
を
以
て
其
の
旨
が
届
け
出
で
ら
れ
る
べ
き
定
め
で
あ
る
。
持
働
管
調
官
は
、
こ
れ
に
よ
り
で
共
の

寅
肢
か
ι
調
査
し
、
且
つ
官
時
の
一
枇
合
的
経
構
事
情
を
参
照
し
て
、
立
ハ
の
解
腹
背
行
の
期
限
宏
伸
縮
し
、
戒
は
こ
れ

に
伴
っ
て
必

J

裂
な
る
務
働
時
間
め
短
縮
e
g
A叩
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
6
)
勢
働
管
理
官
は
枇
合
的
名
春
裁
判
所
の
裁
判
に
参
奥
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
υ

枇
合
的
名
曲
替
裁
判

2
2一色町何一】『
g
m巾
岳
宮
山

Z
『
宮
町
)
は
産
業
的
経
曲
賞
に
於
げ
る
企
業
者
及
び
使
用
人
の
協
力

持
働
を
枇
合
的
名
審
の
概
念
を
瓜
て
こ
れ
を
捉
へ
、
経
替
指
導
者
の
樺
力
説
用
、
従
業
員
に
よ
る
努
費
関
係
の
故

意
の
擾
鋭
、
従
業
員
側
の
艦
轡
信
任
曾
委
員
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
控
替
秘
密
の
不
法
漏
洩
等
の
如
き
事
件
は
、
皆

従
来
の
如
く
勢
資
問
の
私
的
問
題
と
し
て
で
は
無
〈
、
一
耽
命
H

的
名
品
管
の
上
の
問
題
と
し
て
一
枇
命
目
的
名
春
裁
判
の
裁

断
に
庭
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
定
め
た
新
制
度
で
、
園
民
勢
働
規
制
法
の
始
め
て
設
け
穴
所
で
あ
る
。

こ
れ
は
?
シ
ス
ブ
エ

Y
ド
に
依
れ
ば
他
聞
に
未

r其
の
例
を
見
rc
る
革
新
的
制
度
九
、
共
の
制
度
の
精
神
は
園

民
勢
働
規
制
法
の
杢
韓
系
の
異
髄
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
而
し
て
、
労
働
管
理
官
は
此
の
裁
判
に
て
検

事
の
地
伎
を
占
め
て
参
奥
す
る
も
の
で
あ
ム
。

二
、
以
上
の
如
き
諸
冷
の
特
示
事
項
に
つ
い
て
、
持
働
平
和
の
確
保
と
鮭
舎
的
拙
労
働
闘
係
の
上
に
於
け
る
新
政

，Q
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府
の
指
導
原
理
の
貫
現
と
の
魚
に
、
重
要
な
職
責
を
荷
ふ
所
の
勢
働
管
理
官
は
共
の
外
に
も
な
ほ
別
に
特
殊
の
職

能
を
有
し
て
ゐ
る
。

卸
ち
、
勢
働
管
理
官
は
濁
逸
の
圏
内
を
幾
つ
か
の
大
経
済
地
直
に
分
割
し
て
、
共
各
地
匿
を
管
轄
地
域
と
し
て

設
置
さ
れ
る
官
憲
で
あ
る
が
、
各
管
理
官
は
親
し
く
共
の
地
方
に
於
い
て
、
前
述
守
る
諸
職
能
の
執
行
上
に
直
接

に
貸
際
の
産
業
的
諸
闘
聯
に
接
鯛
し
て
共
の
寅
情
を
熟
知
し
て
ゐ
名
蒔
け
で
め
る
。
故
に
、
共
の
特
殊
の
地
位
に

基
い
て
自
ら
獲
得
3
れ
る
智
識
、
識
見
を
以
て
、
政
府
の
極
端
開
政
策
及
び
枇
曾
政
策
に
謝
し
て
、
常
に
有
強
な
る

助
言
ぞ
典
ふ
べ
き
己
と
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
品
、
掛
冊
傭
剛
盟
官
の
鵬
織
の
撒
識

園
民
労
働
規
制
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
持
働
管
理
官
の
職
能
は
大
凡
以
上
に
見
た
る
が
如
き
内
容
の
も
の
で

点
り

4
0

。
一
見
し
て
知
ら
れ
名
如
く
、
勢
資
閥
係
に
艶
し
て
此
の
制
度
が
膏
ら
す
官
憲
介
入
の
深
刻
佐
は
、
今
日
迄
、
資

本
家
本
位
の
自
由
主
義
岡
家
に
於
い
て
、
或
は
又
階
級
劃
抗
本
位
の
枇
舎
民
主
主
義
岡
家
に
於
い
て
共
に
共
の
類

を
見
出
し
得
な
い
所
で
あ
る
。
勿
論
、
此
の
崎
労
働
管
理
官
制
度
は
、
闇
民
枇
労
働
規
制
法
に
基
い
て
築
替
き
れ
る
濁

遁
の
新
枇
曾
的
接
働
秩
序
の
会
瞳
系
に
於
け
石
一
礎
石
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ

E
色
、
な
ほ
此
の
一
角
を
通
じ

で
よ
く
新
濁
逸
に
於
け
る
持
費
秩
序
の
特
質
を
窺
ふ
こ
左
が
出
来
る
。

肺
野
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

四

O
五

第

披

九
・セ



品
百
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
谷

四

O
六

第

競

丸
i¥.. 

肢
に
屡
ミ
言
及
せ
る
如
〈
、
久
し
く
濁
過
の
勢
働
生
活
者
の
聞
に
於
け
る
階
級
組
織
と
し
て
共
の
利
益
擁
護
の

機
闘
に
る
作
用
を
な
せ
る
諸
勢
働
組
合
は
昨
年
五
月
二
日
以
来
悉
〈
解
瞳
さ
れ
て
、
今
や
官
憲
た
る
帥
労
働
管
理
官

が
替
は
っ
て
勢
働
生
活
者
の
峨
労
働
俊
件
の
趨
正
肢
態
全
保
障
す
べ
き
地
位
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
此

の
改
革
が
持
働
生
活
者
の
立
場
か
ら
見
て

h

州
労
働
僚
件
の
決
定
上
に
如
何
な
る
賀
質
的
影
響
ぞ
驚
ら
す
か
の
問
題

は
暫
〈
措
4
も
、
少
く
と
も
形
式
的
に
は
、
彼
等
が
従
来
享
受
し
て
ゐ
に
捧
働
慨
件
の
集
間
的
自
律
性
が

ιれ
に

よ
っ
て
盆
ミ
共
の
消
滅
を
確
め

F

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
疑
無
い
。

し
か
し
、
使
用
者
の
側
か
ら
見
て
も
、
勢
費
闘
係
上
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
制
度
の
矯
に
直
接
に
業
主
に
及

ぶ
べ
き
官
憲
介
入
の
程
度
の
甚
だ
大
な
る
こ
と
は
叉
こ
れ
を
否
な
こ
と
が
出
来
な
い
。
勿
論
.
柑
労
働
階
級
の
激
烈

な
る
闘
争
的
強
襲
よ
り
資
本
を
救
ひ
出
す
こ
と
を
共
の
賞
質
的
使
命
の
一
と
な
す
も
の
左
も
見
ら
れ
得
べ
き
新
猫

遇
政
府
が
、
所
謂
指
導
者
主
義
の
見
地
に
立
ち
て
、
経
替
業
主
の
強
き
構
威
を
認
め
、
こ
れ
や
-
持
費
劃
等
協
約
制

の
束
縛
よ
り
解
放
し
て
従
業
員
側
に
劃
す
る
業
主
の
自
由
決
定
の
範
囲
を
大
い
に
憤
張
し
た
事
は
、
枇
曾
民
主
主

義
的
観
念
に
基
く
勢
資
秩
序
の
支
配
せ
る
時
代
の
場
合
に
比
べ
て
、
会
〈
盤
草
的
意
義
を
有
し
て
ゐ
忍
。
熱
れ
ど

色
、
共
の
反
面
に
於
い
て
見
れ
ば
、
業
主
に
典
へ
ら
れ
七
庚
汎
な
る
自
由
裁
量
の
権
能
も
決
し
て
絶
劃
的
の
も
の

で
は
な
く
て
、
共
の
背
後
に
は
直
に
勢
働
管
理
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
不
断
の
監
督
と
干
渉
と
が
控
へ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
従
来
使
用
者
が
同
盟
園
開
を
組
織
し
て
、
英
の
経
済
的
勢
力
を
侍
み
、
階
級
抗
争
の
方
法
に
よ
っ
て
.
持

働
保
件
の
決
定
上
に
集
国
的
自
律
性
を
維
持
し
て
京
都
た
の
と
大
い
に
趣
を
具
に
す
る
所
で
あ
る
。
其
の
貴
質
的
影



響
か
ら
見
て
資
本
の
慨
の
得
失
如
何
の
問
題
を
那
に
し
ャ
此
の
制
度
に
よ
っ
て
資
本
活
動
の
自
由
に
劃
し
て
色
亦

頴
著
な
る
官
憲
的
制
限
が
加
へ
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
、
濁
逸
新
政
治
は
私
有
財
産
を
慶
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
『
在
有
を
根
本
的
に
是
認

し
て
、
こ
れ
を
岡
家
の
保
護
の
下
に
立
た
し
め
る
こ
と
』
は
並
行
の
煮
の
綱
領
か
ら
見
て
も
明
な
所
で
あ
る
。
尤
も

此
の
結
に
於
い
て
、
従
来
の
祉
命
日
民
主
主
義
的
濁
逸
政
治
と
蜂
も
資
本
私
有
の
顕
覆
を
積
極
的
に
企
て
た
も
の
で

は
な
い
。
た
だ
共
の
本
来
の
枇
曾
民
主
的
自
由
の
原
理
か
ら
、
勢
資
秩
序
の
構
成
維
持
は
、
こ
れ
を
勢
資
雨
階
級

の
集
閥
的
恥
引
に
よ
4
0
自
律
の
筒
域
に
放
置
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
其
の
錦
口
一
枇
合
的
州
労
働
閥
係
は
集
問

的
勢
働
契
約

ee奨
棋
と
し
て
常
に
持
資
雨
階
級
の
闘
争
調
象
と
な
っ
て
ゐ
士
。
か
く
℃
、
一
つ
の
持
働
蝶
件
の
決

定
上
に
二
つ
の
劉
立
的
賞
事
者
が
夫
L
V

に
強
大
な
組
織
を
以
て
、
互
に
白
己
の
階
紐
的
特
殊
利
盆
を
固
執
し
て
会

-
瞳
の
園
民
経
済
的
利
盆
の
こ
と
を
顧
み
な
い
様
に
な
れ
ば
、
遂
に
抗
争
す
る
こ
と
白
瞳
が
究
極
の
目
的
た
る
か
の

如
き
観
念
呈
す
る
よ
う
に
な
り
、
集
闇
的
協
定
に
よ
っ
て
自
主
的
規
律
を
得
せ
し
な
ペ
き
制
度
の
精
神
は
盆
L
V

共

の
寅
現
が
困
難
に
陪
ら

F
る
を
得
な
か
っ
た
。

卸
ち
‘
祉
合
民
主
的
自
由
の
治
下
に
て
、
濁
遁
の
勢
資
秩
序
は
険
し
き
階
級
闘
等
の
巷
と
な
り
、
階
級
意
識
の

尖
鋭
化
に
伴
っ
て
園
民
共
同
盟
の
金
曜
的
繁
祭
は
、
空
し
く
守
説
の
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
て
深
〈
顧
ら
れ
F
る
こ
と

に
な
っ
て
来
た
。

し
か
し
、
こ
こ
に
注
目
を
要
す
る
の
は
、
勢
資
聞
の
平
和
が
世
舎
民
主
的
闘
係
の
中
で
次
第
に
荒
康
の
一
路
を

勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

四
O
七

第
三
披

九
九
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勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

四

O
八

第
三
競

一O
O

辿
る
時
に
、

二

l

一
方
で
は
こ
れ
に
伴
っ
て
、
岡
民
共
同
惜
の
杢
瞳
的
利
盆
念
念
と
す
る
濁
逸
聞
家
の
生
命
炉
、
徐
'
苧

に
自
己
の
本
来
的
意
義
に
鐙
醒
し
て
来
た
一
事
で
あ
る
。

帥
ち
、
同
盟
罷
工
冶
同
盟
不
良
、
工
場
開
出
し
が
相
つ
い
で
起
こ
り
頻
り
に
生
産
極
構
的
、
枇
曾
的
其
の
他
一

般
に
杢
躍
的
一
順
一
献
が
傷
害
き
れ
る
の
に
直
面
し
て
は
、
岡
家
は
何
時
ま
で
も
持
働
燦
件
の
決
定
を
常
事
者
殊
に
営

事
者
間
鴨
の
自
律
的
協
定
の
問
題
k
じ

r放
置
す
る
こ
ど
が
出
ボ
な
い
こ

f
r秘
め
燕
る
べ
き
告
で
あ
る
。
こ
こ

に
現
は
れ
て
来
た
調
理
の
勢
資
仲
裁
制
度
の
強
化
の
過
程
を
人
は
叉
勢
資
問
題
に
劃
す
る
岡
家
的
生
命
の
必
然
的

費
醍
過
程
と
し
て
理
解
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

然
る
に
、
此
の
場
合
に
又
興
味
あ
る
現
象
は
、
本
の
如
〈
、
調
過
に
於
げ
る
階
級
抗
争
が
激
化
し
て
、
勢
働
僚

件
の
卒
和
的
協
定
が
困
難
と
な
っ
て
宮
市
た
の
を
救
漕
す
る
矯
に
、
仲
裁
制
度
が
次
第
に
竣
達
す
る
に
伴
っ
て
、
愈

ミ
持
費
盤
方
の
協
定
蛍
事
者
一
が
、
自
己
に
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
自
律
的
協
定
の
義
務
を
無
税
し
て
、
互
に
無
責
任
な

る
利
己
的
要
求
を
主
張
し
、
共
の
結
果
は
園
家
的
仲
裁
機
闘
の
職
樺
的
決
定
が
盆
E
助
成
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
来

た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
折
角
に
世
曾
民
主
的
制
度
の
下
で
捗
資
壁
方
に
劃
す
る
自
主
的
問
機
協
定
の
自
由
が
奥

へ
ら
れ
で
あ
る
に
も
不
拘
、
労
資
の
雨
階
級
は
自
ら
次
第
に
共
の
樺
能
を
放
棄
し
て
圏
構
の
稜
動
を
盆
A
q

誘
援
す

る
様
に
な
っ
た
誇
け
で
、
階
級
抗
守
の
激
化
が
圃
家
生
命
の
覚
醒
を
助
成
し
て
宮
市
た
の
で
あ
る
。

札
、
か
く
て
、
賃
銀
共
の
他
の
峠
労
働
僚
件
に
闘
し
て
集
問
的
協
定
の
自
由
が
奥
へ
ら
れ
て
居
に
時
代
に
於
い
て
、
慨

に
暗
殺
周
手
の
激
化
が
益
ミ
勢
資
秩
序
の
問
題
に
卦
す
る
園
家
の
介
入
を
誘
導
し
て
来
た
が
、
ぞ
れ
は
濁
h
協
定
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営
事
者
が
自
ら
官
憲
的
裁
定
に
依
視
す
る
傾
向
が
多
く
な
っ
た
こ
と
の
み
な
ら
中
、
積
極
的
に
勢
働
大
臣
が
賃
銀

の
決
定
上
に
随
分
立
ち
入
っ
た
影
響
伝
及
ぼ
す
に
至
れ
る
傾
向
を
も
意
味
し
て
居
ふ
。
か
や
う
に
帥
労
働
保
件
の
決

定
が
自
律
的
協
定
の
範
園
か
ら
、
次
第
に
官
憲
的
裁
決
の
領
域
に
推
移
し
て
行
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
勢
資
問
題

に
於
け
る
岡
家
の
白
魔
的
活
動
が
前
時
代
の
終
り
に
近
き
頃
、
肢
に
国
次
第
に
活
践
を
加
へ
て
来
た
こ
と
を
置
す
る

志
の
に
外
な
ら
な
い
。

勿
論
、
持
賛
同
の
秩
序
に
劃
す
る
新
勢
働
管
関
官
の
職
躍
的
千
捗
は
明
に
劃
期
的
の
現
象
で
あ
っ
て
、
今
や
樹

哨
喝
の
労
資
両
者
は
相

E
の
欄
係
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
岡
家
の
意
識
的
支
配
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。

工
場
聞
出
し
、
問
盟
罷
工
共
の
他
の
階
級
剛
一
事
、
農
業
併
識
は
縄
掛
に
こ
れ
が
般
生
の
館
地
営
奪
は
れ
て
仕
舞
つ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
勢
資
問
題
に
劃
す
る
か
く
の
如
き
園
家
的
統
制
の
強
化
は
新
政
府
の
治
下
に
ス
h
J
て
突
殺

的
に
現
は
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
肢
に
前
時
代
か
ら
、
こ
れ
炉
反
針
範
曙
た
る
枇
命
日
民
主
的
自
由
に
基
〈
階

級
闘
争
の
激
化
に
よ
り
て
・
次
第
に
共
の
素
地
を
養
は
れ
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
特
に
詑
意
を
捕
は
ね
ば
な
ら
ぬ

酷
で
あ
る
。

し
か
し
何
と
し
て
も
、
勢
働
管
理
官
の
職
能
を
通
じ
て
知
ら
れ
る
所
の
、
H
労
資
秩
序
に
劃
す
る
新
調
逸
の
植
カ

的
干
捗
の
強
度
は
、
ひ
と
り
猫
逸
に
於
い
て
劃
期
的
現
象
と
い
ふ
べ
き
の
み
な
ら
守
、
な
ほ
廃
〈
諸
岡
を
通
じ
て

見
て
も
、
そ
れ
は
塞
に
現
代
の
資
本
私
有
的
園
家
に
於
け
る
品
質
草
的
事
例
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

横
断
的
大
勢
働
組
合
と
使
用
者
同
盟
と
を
併
せ
解
躍
し
て
、
集
闇
的
勢
働
協
約
を
排
除
す
る
と
共
に
、

一
方
で

勢
簡
管
理
官
の
職
能
に
就
い
で

第
三
十
九
巻

四

O
九

第

披

O 
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労
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第

最古

第
三
十
九
巻

O 

四
一

O

は
叫
労
働
保
件
の
決
定
上
に
労
働
管
理
官
の
絶
艶
的
支
配
植
を
原
則
的
に
規
定
し
て
強
く
嘗
事
者
の
自
治
的
協
定
を

制
限
し
た
る
が
如
き
こ
と
は
、
伊
太
利
直
に
於
い
て

S
へ
も
な
ほ
見
る
能
は

F
る
所
で
あ
る
。
卸
ち
、
同
聞
の
産

業
秩
序
の
根
抵
を
成
し
て
ゐ
る
枇
労
働
憲
章

(
F耳
目
仏
丘
一

C
V
2
D
)
に
は
勢
資
雨
者
の
杢
園
的
聞
瞳
に
劃
し
て
、
勢

働
関
係
の
集
閥
的
協
定
を
ぱ
、
世
帯
ろ
共
の
義
務
と
し
て
規
定
し
て
ゐ
る
。
尤
も
.
此
の
集
閥
的
協
定
の
形
成
が
岡

家
の
監
督
、
指
導
の
下
に
行
は
る
べ
き
仕
組
と
な
っ
て
ゐ
る
乙
と
は
い
ふ
合
俣
た
な
い
z

と
も
か
く
も
、

か
や
う
に
異
例
以
品
川
制
度
の
岡
山
郊
十
緋
が
、
今
日
制
強
の
掛
費
秩
序
に
劃
し

τ作
用
す
忍
ょ
う

に
な
っ
て
来
た
の
は
、
勿
論
同
固
に
於
げ
る
近
年
及
び
最
近
の
蛭
済
的
、
祉
合
同
的
、
政
治
的
現
貫
の
綜
合
的
制
約

に
基
い
に
必
然
的
結
果
で
あ
っ
て
、
彼
れ
と
事
情
を
同
〈
せ
ゴ
る
他
闘
に
て
、
同
様
の
事
が
共
の
億
に
成
立
し
得

べ
き
も
の
で
は
な
い
。

け
れ

E
色
、
こ
れ
を
今
一
般
的
に
見
る
な
ら
ば
、
産
業
の
某
礎
が
私
有
資
本
に
於
か
れ
て
ゐ
る
固
に
て
、
帥
労
働

保
件
の
決
定
に
於
け
る
放
任
的
自
律
協
定
制
度
の
必
然
的
結
果
と
し
て
、
階
級
闘
守
の
激
化
際
限
無
く
J

同
盟
罷

工
、
ヱ
場
開
出
し
、
共
の
他
の
形
態
の
争
議
頻
殺
し
て
、
勢
働
卒
和
の
虫
損
が
極
端
に
達
す
る
な
ら
ば
、
還
に
は

何
固
に
あ
り
て
も
、
こ
れ
に
劃
し
て
園
家
的
樺
カ
干
渉
が
白
畳
的
、
積
極
的
に
強
く
後
動
し
て
来
て
、
勢
費
聞
の

自
律
的
協
定
制
度
が
共
の
魚
に
廃
棄
叉
は
制
限
を
招
く
に
至
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
い
は
ね

ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
、
同
家
の
生
命
活
動
そ
の
も
の
を
自
費
的
に
措
営
ぜ
ん
と
す
る
一
部
の
意
識
的
圃
民
行
動
に
よ
る
積
極

R叩 pke，Das Wirtshafhsystem d田 Faschis.mus，S. I:r7以下に掲載3れた金
需勢働憲章、殊に s.119集圃的発働契約の項参照。
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的
原
因
と
、
他
の
一
方
で
は
闘
争
賞
事
者
た
る
勢
資
の
雨
階
級
炉
開
守
激
化
の
極
ま
る
慮
、
結
局
自
衛
の
魚
に
岡

家
の
権
力
に
依
輔
ぜ
ん
と
す
る
態
度
に
出
づ
る
.
に
基
〈
消
極
的
原
因
と
が
綜
合
的
に
作
用
し
て
誘
き
出
す
必
然
的

現
象
で
あ
石
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
蓋
し
、
か
か
る
場
合
に
は
、
た
だ
こ
れ
あ
る
に
よ
っ
て
の
み
園
民
共
同

瞳
の
経
漕
的
.
枇
合
的
踊
枇
が
維
持
、
保
障
さ
れ
得
ベ
き
が
故
で
あ
る
。

勿
論
、
此
の
場
A
口
に
共
の
闘
の
蛭
稗
的
、
政
治
的
事
情
に
依
つ
て
は
、

一
層
進
ん
で
労
資
の
階
級
自
闘
が
、
園

家
植
カ
の
翁
に
共
の
存
立
を
康
棄
さ
れ
る
に
至
る
が
如
き
場
合
も
起
こ
り
得
る
E
P

」
惟
は
れ
る
。
か
か
る
場
合
に
至

れ
ば
、
そ
こ
で
は
最
早
、
勢
働
問
題
は
全
面
的
に
、
官
憲
の
直
接
作
用
に
よ
っ
て
慮
理
さ
れ
る
闘
係
の
み
が
、
旧
脱

開
し
来
る
ぺ
き
こ
と
は
自
明
の
瑚
で
あ
る
。

品
川

γ
引
に
、
新
樹
鵡
の
揚
〈
日
に
は
、

f
;
i

句

H

1

、

島
rト一一一

E
A
Z
動
〈

な
は
費
不
の
私
有
が
依
然
と
し
て
明
か
に
圏
構
の
保
護

の
下
に
お
か
れ
て
ゐ
て
、
現
貰
に
勢
資
の
雨
階
粧
が
相
並
ん
で
存
立
し
て
ゐ
る
。
努
働
管
理
官
は
、
か
か
る
枇
曾

閥
係
の
上
に
て
勢
資
の
秩
序
に
劃
し
、
異
例
に
強
度
な
る
園
家
の
樺
力
的
干
渉
ぞ
媒
介
す
る
機
関
で
あ
る
。

な
る
程
、
特
種
の
手
段
を
岡
山
ゆ
る
階
級
闘
守
は
今
日
の
濁
逸
に
於
い
て
最
早
、
根
抵
か
ら
其
の
後
生
の
矯
の
組

織
的
地
盤
を
奪
は
れ
て
ゐ
る
上
に
、
な
ほ
勢
資
雨
階
紐
の
階
級
観
に
闘
す
る
従
来
の
主
観
的
態
度
の
改
造
に
つ
い

て
も
、
種
ミ
周
到
な
る
施
設
、
方
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
め
る
。
さ
り
と
て
、
現
に
見
る
勢
費
階
級
艶
立
の

基
本
的
経
持
聞
係
の
基
礎
に
て
、
且
つ
叉
今
日
の
濁
逸
の
園
民
控
稗
的
状
態
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
勢
資
聞
の
聞
係

調
整
ど
捗
働
平
和
の
確
保
と
に
劃
す
る
障
碍
が
草
に
右
の
如
主
題
樺
外
的
工
作
の
み
に
よ
っ
て
完
全
に
除
去
さ
れ

勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
二
一
十
九
巻

四

第

務

O 



勢
働
管
理
官
の
職
能
に
就
い
て

第
三
十
九
巻

四

第
三
猿

一O
四

得
べ
し
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
か
か
る
場
合
に
、
岡
家
の
樺
力
を
以
て
直
接
に
芽
資
の
艦
梼
的
責
質
閥
係
に
干
渉

す
る
勢
働
管
現
官
の
職
責
が
如
何
に
重
且
つ
困
難
な
る
か
は
察
す
る
に
飴
h
が
あ
る

J

ぞ
れ
は
果
し
て
、
如
何
な

る
程
度
に
迄
異
質
の
持
働
平
和
に
貢
献
し
得
る
色
の
で
あ
ら
う
か
。

抑
も
、
異
質
の
持
働
平
和
の
確
保
、
惹
い
て
は
園
民
共
同
臨
の
一
般
的
幅
一
肱
の
寅
現
が
車
に
岡
家
の
樺
力
的
作

用
の
み
に
よ

b
て
透
げ
符
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
飴
力
に
明
白
の
事
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
賞
に
一
闘
に

於
け
る
組
情
的
、
政
治
的
、
一
枇
合
的
諸
闘
聯
の
綜
合
的
作
用
の
制
約
す
る
成
T
hめ
る
。
し
か
し
火
、
今
日
の
欄
鵡

に
於
け
る
右
の
諸
事
情
か
ら
観
れ
ば
、
肢
に
論
ぜ
る
如
き
持
働
管
理
官
の
職
能
が
異
質
の
勢
働
平
和
の
確
保
に
劃

し
て
、
特
に
重
要
な
契
機
と
な
る
べ
き
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
ひ
得
な
い
。

t、
』
』
司

副
E
F

耐
圃
咽

電F

労
働
管
関
官
は
制
度
の
上
で
は
政
府
殊
に
帥
労
働
大
臣
に
直
属
し
て
、
直
接
に
其
の
指
令
及
び
監
督
を
受
け
て
活

動
す
る
一
官
躍
で
あ

ι。
か
か
る
官
曜
を
手
段
と
す
る
新
勢
資
政
策
は
、
資
本
主
義
的
構
造
闘
聯
か
ら
見
て
、
更

に由民

t
一
一
般
園
民
経
祷
肢
態
か
ら
見
て
極
め
て
困
難
な
地
位
に
陥
っ
て
ゐ
る
現
在
の
濁
逸
産
業
界
に
て
、
今
後
に

如
何
な
る
貫
績
を
示
し
て
行
〈
の
で
あ
ら
う
か
。

経
済
的
、
政
治
的
、
祉
曾
的
諸
闘
聯
の
上
の
現
般
に
て
捕
逸
の
そ
れ
と
事
情
念
閉
じ
く
せ
r
d

る
他
闘
に
と
り
で

も
、
此
の
捧
働
管
理
官
の
職
能
を
躍
る
濁
逸
の
新
盤
験
の
問
に
、
何
等
か
自
己
の
努
資
政
策
の
峰
崎
の
参
考
と
し
て
、

注
意
を
掛
ふ
に
足
る
志
の
が
認
め
ら
れ
得
る
で
あ
ら
う
と
惟
ふ
。

国民勢働規制法、第18f!策1) 


